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別
記
様
式
一
（
第
八
条
関
係
）

名
称

原
材
料
名

添
加
物

原
料
原
産
地
名

内
容
量

固
形
量

内
容
総
量

消
費
期
限

保
存
方
法

原
産
国
名

製
造
者

備
考
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１

こ
の
様
式
中
「
名
称
」
と
あ
る
の
は
、
こ
れ
に
代
え
て
、
「
品
名
」
、
「
品
目
」
、
「
種
類
別
」
又
は
「
種
類
別
名

称
」
と
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

添
加
物
に
つ
い
て
は
、
事
項
欄
を
設
け
ず
に
、
原
材
料
名
の
欄
に
原
材
料
名
と
明
確
に
区
分
し
て
表
示
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

３

原
料
原
産
地
名
に
つ
い
て
は
、
事
項
欄
を
設
け
ず
に
、
対
応
す
る
原
材
料
名
の
次
に
括
弧
を
付
し
て
表
示
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

４

消
費
期
限
に
代
え
て
賞
味
期
限
を
表
示
す
べ
き
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
様
式
中
「
消
費
期
限
」
を
「
賞
味
期
限
」

と
す
る
。

５

食
品
関
連
事
業
者
が
、
販
売
業
者
、
加
工
業
者
又
は
輸
入
業
者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
様
式
中
「
製
造

者
」
と
あ
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
販
売
者
」
、
「
加
工
者
」
又
は
「
輸
入
者
」
と
す
る
。

６

原
材
料
名
、
原
料
原
産
地
名
、
内
容
量
及
び
消
費
期
限
又
は
賞
味
期
限
を
他
の
事
項
と
一
括
し
て
表
示
す
る
こ
と
が

困
難
な
場
合
に
は
、
表
示
事
項
を
一
括
し
て
表
示
す
る
箇
所
に
そ
の
表
示
箇
所
を
表
示
す
れ
ば
、
他
の
箇
所
に
表
示
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
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７

消
費
期
限
又
は
賞
味
期
限
の
表
示
箇
所
を
表
示
し
て
他
の
箇
所
に
表
示
す
る
場
合
に
お
い
て
、
保
存
の
方
法
に
つ
い

て
も
、
表
示
事
項
を
一
括
し
て
表
示
す
る
箇
所
に
そ
の
表
示
箇
所
を
表
示
す
れ
ば
、
消
費
期
限
又
は
賞
味
期
限
の
表
示

箇
所
に
近
接
し
て
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

８

第
八
条
第
四
号
の
規
定
に
基
づ
き
名
称
を
商
品
の
主
要
面
に
表
示
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
様
式
中
、
名
称
の

事
項
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
内
容
量
、
固
形
量
又
は
内
容
総
量
を
名
称
と
と
も
に
主
要
面
に
表
示
し
た
場
合
も

同
様
と
す
る
。

９

第
三
条
第
二
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
食
品
に
該
当
し
な
い
食
品
に
あ
っ
て
は
、
同
表
の
中
欄
に
定
め
る
事
項
、
第

三
条
第
三
項
に
よ
り
省
略
で
き
る
事
項
又
は
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
表
示
し
な
い
事
項
に
つ
い
て
は
、
こ
の
様
式
中
、

当
該
事
項
を
省
略
す
る
。

こ
の
様
式
は
、
縦
書
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

10

こ
の
様
式
の
枠
を
表
示
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
は
、
枠
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

11

不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
防
止
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
三
十
四
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き

12
公
正
競
争
規
約
に
定
め
ら
れ
た
表
示
事
項
そ
の
他
法
令
に
よ
り
表
示
す
べ
き
事
項
及
び
消
費
者
の
選
択
に
資
す
る
適
切
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な
表
示
事
項
は
、
枠
内
に
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

別
記
様
式
二
（
第
八
条
、
第
二
十
二
条
、
第
三
十
五
条
関
係
）

栄
養
成
分
表
示

食
品
単
位
当
た
り

熱
量

k
c
a
l

た
ん
ぱ
く
質

g

脂
質

g

炭
水
化
物

g

食
塩
相
当
量

g

備
考

１

食
品
単
位
は
、1

0
0
g

、1
0
0
m
l

、
１
食
分
、
１
包
装
そ
の
他
の
１
単
位
の
い
ず
れ
か
を
表
示
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
１
食
分
で
あ
る
場
合
は
、
１
食
分
の
量
を
併
記
し
て
表
示
す
る
。

２

こ
の
様
式
中
の
栄
養
成
分
及
び
熱
量
の
順
を
変
更
し
て
は
な
ら
な
い
。
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３

栄
養
成
分
の
量
及
び
熱
量
で
あ
っ
て
一
定
の
値
を
０
と
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
栄
養
成
分
又
は
熱
量
で
あ
る

旨
の
文
字
を
冠
し
て
一
括
し
て
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

こ
の
様
式
の
枠
を
表
示
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
は
、
枠
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

別
記
様
式
三
（
第
八
条
、
第
二
十
二
条
、
第
三
十
五
条
関
係
）

栄
養
成
分
表
示

食
品
単
位
当
た
り

熱
量

k
c
a
l

た
ん
ぱ
く
質

g

脂
質

g

－
飽
和
脂
肪
酸

g

－
ｎ
－
３
系
脂
肪
酸

g

－
ｎ
－
６
系
脂
肪
酸

g

コ
レ
ス
テ
ロ
－
ル

m
g
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炭
水
化
物

g

－
糖
質

g

－
糖
類

g

－
食
物
繊
維

g

食
塩
相
当
量

g

た
ん
ぱ
く
質

脂
質

飽
和
脂
肪
酸

ｎ
－
３
系
脂
肪
酸

m
g

、
、

、
、

ｎ
－
６
系
脂
肪
酸

コ
レ
ス
テ
ロ
－
ル

炭
水
化
物

糖
質

、
、

、

糖
類

食
物
繊
維
及
び
ナ
ト
リ
ウ
ム
以
外
の
栄
養
成
分

、
、

備
考

１

食
品
単
位
は
、1

0
0
g

、1
0
0
m
l

、
１
食
分
、
１
包
装
そ
の
他
の
１
単
位
の
い
ず
れ
か
を
表
示
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
１
食
分
で
あ
る
場
合
は
、
１
食
分
の
量
を
併
記
し
て
表
示
す
る
。

２

こ
の
様
式
中
の
栄
養
成
分
及
び
熱
量
の
順
を
変
更
し
て
は
な
ら
な
い
。

３

栄
養
成
分
の
量
及
び
熱
量
で
あ
っ
て
一
定
の
値
を
０
と
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
栄
養
成
分
又
は
熱
量
で
あ
る
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旨
の
文
字
を
冠
し
て
一
括
し
て
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

糖
質
又
は
食
物
繊
維
の
量
の
い
ず
れ
か
を
表
示
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
糖
質
及
び
食
物
繊
維
の
量
の
両

方
を
表
示
す
る
。

５

ナ
ト
リ
ウ
ム
塩
を
添
加
し
て
い
な
い
食
品
又
は
添
加
物
に
つ
い
て
、
食
塩
相
当
量
に
加
え
て
ナ
ト
リ
ウ
ム
を
表
示
し

よ
う
と
す
る
際
は
、
「
食
塩
相
当
量
」
を
「
ナ
ト
リ
ウ
ム
（
食
塩
相
当
量
）
」
等
に
代
え
て
表
示
す
る
。

６

義
務
表
示
と
な
っ
て
い
る
栄
養
成
分
以
外
で
表
示
し
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
様
式
中
当
該
成
分
を
省
略
す
る
。

７

表
示
の
単
位
は
、
こ
の
様
式
中
の
単
位
に
か
か
わ
ら
ず
、
別
表
第
九
の
第
一
欄
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
第
二
欄
に

よ
っ
て
表
示
す
る
。

８

こ
の
様
式
の
枠
を
表
示
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
は
、
枠
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

別
記
様
式
四
（
第
二
十
二
条
関
係
）

名
称

原
料
玄
米

産
地

品
種

産
年

使
用
割
合
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内
容
量

精
米
時
期

販
売
者

備
考

１

こ
の
様
式
中
「
名
称
」
と
あ
る
の
は
、
こ
れ
に
代
え
て
、
「
品
名
」
と
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

産
地
、
品
種
又
は
産
年
を
表
示
し
な
い
も
の
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
様
式
中
そ
の
事
項
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

産
年
及
び精

米
時
期

を
こ
の
様
式
に
従
い
表
示
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
は
、
こ
の
様
式
の
産
年
及
び精

米
時
期

の
欄
に
表
示
箇
所
を
表
示
す
れ
ば
、
他
の
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

単
一
原
料
米
に
あ
っ
て
は
、
使
用
割
合
の
事
項
を
削
除
す
る
。

５

玄
米
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
様
式
中
「精

米
時
期

」
を
「調

製
時
期

」
と
す
る
。

６

輸
入
品
で
あ
っ
て
、調

製
時
期

又
は精

米
時
期

が
明
ら
か
で
な
い
も
の
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
様
式
中
「調

製
時
期

」

又
は
「精

米
時
期

」
を
「輸

入
時
期

」
と
す
る
。

７

表
示
を
行
う
者
が
精
米
工
場
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
様
式
中
「
販
売
者
」
を｢

精
米
工
場｣

と
す
る
。
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８

こ
の
様
式
は
、
縦
書
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

９

こ
の
様
式
の
枠
を
表
示
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
は
、
枠
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。


